
  

一 

令和 5 年 3 月 14 日（火曜日） 千 葉 県 報 第１３８１９号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

令
和
四
年
度
千
葉
県
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
の
補
正
予
算
の
要
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
指
定
施
術
者
の
氏
名
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
指
定
施
術
者
の
施
術
所
の
名
称
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
指
定
施
術
者
の
施
術
所
の
名
称
及
び
所
在
地
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
指
定
施
術
者
の
施
術
所
の
所
在
地
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

令
和
五
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
額
の
算
定
に
用
い
る
係
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

農
業
振
興
地
域
の
区
域
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

○ 

漁
業
の
制
限
措
置
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

二
件

 
 

 
 

 
 

 

四 

○ 

令
和
四
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

○ 

都
市
計
画
区
域
区
分
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

 
 

公 
 

告 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

○ 

都
市
計
画
区
域
区
分
の
関
係
図
書
の
縦
覧 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七 

○ 

都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

○ 

都
市
計
画
高
度
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

○ 

都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
促
進
区
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

○ 

都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

○ 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

○ 

都
市
計
画
公
園
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

○ 

都
市
計
画
下
水
道
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
九
十
三
号 

 

令
和
四
年
十
二
月
定
例
県
議
会
の
議
決
を
経
た
令
和
四
年
度
千
葉
県
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
の
補
正

予
算
の
要
領
は

別
冊
の
と
お
り
で
あ
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
九
十
四
号 

 

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
一
条
第
一
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び

永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七

号

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

む

の
規
定
に
よ
り

次
の
指
定
医
療
機
関
は
指
定
医
療
機
関
の
指
定
を
辞
退
し
た

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名

称 

所

在

地 

辞

退

の
効

力

発

生

年

月
日 

医
療
法
人
社
団
誠
恵
会 

伊

嶋
整
形
外
科 

市
原
市
姉
崎
二

一
〇
二 

令
和
四
年
十
月
二
十
二
日 

京
葉
内
科
ク
リ
ニ

ク 

山
武
市
成
東
七
四
四
の
一 

令
和
四
年
十
一
月
一
日 

医

療

法

人

香

裕

会 

舞

浜 

マ

メ
イ
ド
歯
科 

浦
安
市
舞
浜
一
の
四 

令
和
五
年
一
月
二
十
日 

み
つ
ば
ち
薬
局 

野
田
市
春
日
町
二
五
の
三
二 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

医
療
法
人
社
団
良
友
会 

ひ

き
た
ク
リ
ニ

ク 

八
街
市
榎
戸
六
五
六
の
四 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

  

千
葉
県
告
示
第
九
十
五
号 

 

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第

四
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む

に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
施
術
者
の
氏
名
の
変

更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

氏

名 

施

術

所 

変

更

年

月

日 

変

更

前 

変

更

後 

名

称 

所

在

地 

野
呂
知
世 

 

平
野
知
世 

 
て
あ
て
在
宅
マ

サ

ジ 

松
戸
市
常
盤
平
陣
屋
前
四
の

一
七 

令
和
四
年
五
月

一
日 

 
 

 
 

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

3 

月

14

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１３８１９号 令和 5 年 3 月 14 日（火曜日） 
 

 
 

 
 

 
  

馬
橋
は
り
・
き

う
院 

松
戸
市
馬
橋
一

八
九
八 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
九
十
六
号 

 

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第

四
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む

に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
施
術
者
の
施
術
所
の

名
称
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

氏

名 

施

術

所 

変

更

年

月

日 

名

称 

所

在

地 

変

更

前 

変

更

後 

渡
邉
真
吾 

ブ

レ

ス

訪

問

マ

サ

ジ
流

山 

Ｍ
ａ
ｓ
ｓ
Ａ
ｇ

ｅ
治
療
院
流
山 

流
山
市
南
流
山
一
の
一

四
の
一 

令
和
四
年
十
月

一
日 

手
塚
淳
子 

ブ

レ

ス

訪

問

マ

サ

ジ
流

山 

Ｍ
ａ
ｓ
ｓ
Ａ
ｇ

ｅ
治
療
院
流
山 

流
山
市
南
流
山
一
の
一

四
の
一 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
九
十
七
号 

 

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第

四
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む

に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
施
術
者
の
施
術
所
の

名
称
及
び
所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

氏

名 

施

術

所 

変

更

年

月

日 

名

称 

所

在

地 

変

更

前 

変

更

後 

変

更

前 

変

更

後 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

芝
﨑
直
之 

う
ら
ら
ラ
イ

フ
サ
ポ

ト 

笑
夢
整
骨
院 

大
網
白
里
市

経
田
七
〇
の

七 

茂
原
市
真
名

三
二
六
の
一 

令
和
四
年
三
月

一
日 

坂
本
祥
子 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ

Ｗ
江
戸
川
篠

崎

ス

テ

シ

ン 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ

Ｗ
三
郷
中
央

ス
テ

シ

ン 

東
京
都
江
戸

川
区
篠
崎
町

七
の
二
九
の

四 

埼
玉
県
三
郷

市
早
稲
田
二

の
三
〇
の
八 

令
和
四
年
五
月

二
十
六
日 

瀬
戸
直
樹 

篠
崎
あ
さ
ひ

ろ
整
骨
院 

葛
西
駅
前
あ

さ
ひ
ろ
整
骨

院 

東
京
都
江
戸

川
区
篠
崎
町

七
の
二
四
の

六 

東
京
都
江
戸

川
区
中
葛
西

五
の
一
九
の

一
七 

令
和
四
年
九
月

一
日 

大
塚
博
之 

訪

問

マ

 

サ

ジ
は
ま

ゆ
う 

大
塚
博
之 

柏
市
し
い
の

木
台
四
の
二

五
の
二
六 

白
井
市
南
山

三
の
九
の
五 

〃 

長
澤
修 

ブ
レ
ス
訪
問

マ

サ

ジ

幕
張 

Ｍ
ａ
ｓ
ｓ
Ａ

ｇ
ｅ
治
療
院

検
見
川 

千
葉
市
美
浜

区
浜
田
二
の

一
四
の
一 

千
葉
市
花
見

川
区
浪
花
町

一
一
の
一
五 

令
和
四
年
十
月

一
日 

  

千
葉
県
告
示
第
九
十
八
号 

 

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第

四
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む

に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
施
術
者
の
施
術
所
の

所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

氏

名 

施

術

所 

変

更

年

月

日 

名

称 

所

在

地 

変

更

前 

変

更

後 

安
永
真
司 

北
松
戸
カ
ナ
リ
ア
整
骨

院 

松
戸
市
北
松
戸

二
の
七
の
六 

松
戸
市
上
本
郷

三

一
九
六 

令
和
四
年
八
月

一
日 

藤
島
敬
二 
藤
島
敬
二 

勝
浦
市
市
野
川

一

三
七
三 

茂
原
市
上
永
吉

一

〇
四
一
の

一 

令
和
四
年
八
月

五
日 

 
 

 
 



  

三 
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千
葉
県
告
示
第
九
十
九
号 

 
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令

昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号

第
九

条
第
三
項

第
五
項
及
び
第
八
項

第
十
条
第
三
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
六
項

の
規
定
に
よ
り

令
和
五
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
額
の
算
定
に
用
い
る
医
療
費
指
数

反
映
係
数
そ
の
他
の
係
数
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

係 

数 
の 

種 

類 

係 

数 

の 

数 

値 

医
療
費
指
数
反
映
係
数 

一 

一
般
納
付
金
所
得
係
数 

一
・
一
二
六
一
一
六
五
六
九
二
四
四
四 

一
般
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数 

一
・
〇
九
〇
三
七
七
五
九
二
七
六
四
二 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
所
得
係
数 

一
・
一
一
三
四
三
七
七
六
五
三
〇
七
六 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数 

〇
・
九
九
九
九
九
九
九
九
九
三
七
九
九 

介
護
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数 
一
・
〇
七
二
七
〇
〇
〇
二
五
一
三
六
三 

介
護
納
付
金
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数 
〇
・
九
九
九
九
九
九
九
九
八
三
九
五
二 

  

千
葉
県
告
示
第
百
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
有
害

物
質
に
よ

て
汚
染
さ
れ
て
お
り

土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

 

 

な
お

当
該
区
域
は

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号

第
五
十

八
条
第
五
項
第
十
号
に
該
当
す
る
区
域
で
あ
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

一 

指
定
す
る
区
域 

香
取
郡
神
崎
町
松
崎
字
屋
敷
添
七
番
二

七
番
二
地
先

九
番
一
一
の
一
部

九

番
一
二
の
一
部

九
番
一
三
の
一
部

九
番
一
三
地
先

九
番
一
四
の
一
部

九
番
一
五
の
一
部

九

番
一
六
の
一
部

九
番
一
七

九
番
一
八

九
番
一
九

九
番
二
〇

九
番
二
一

九
番
二
二

九
番

二
二
地
先

一
〇
番
の
一
部

一
一
番
一

一
一
番
一
地
先

一
一
番
二
の
一
部

一
三
番
の
一
部

一
三
番
地
先

一
七
番
の
一
部

一
八
番
の
一
部

一
八
番
地
先

一
九
番
一
の
一
部

一
九
番
二
の

一
部

一
九
番
四
の
一
部

一
九
番
四
地
先

一
九
番
五
の
一
部

一
九
番
六
の
一
部

一
九
番
七
の

一
部

一
九
番
八
の
一
部

一
九
番
八
地
先

一
九
番
九
の
一
部

一
九
番
一
〇
の
一
部

二
五
番
三

の
一
部

二
五
番
四
地
先

三
〇
番
一

三
〇
番
三

三
〇
番
三
地
先

三
〇
番
四
の
一
部

三
〇
番

五
の
一
部

三
〇
番
五
地
先

三
一
番
一

三
一
番
二

三
一
番
二
地
先

三
一
番
三

三
一
番
四
の

一
部

三
一
番
五
の
一
部

三
一
番
五
地
先

三
一
番
六
及
び
三
五
番
二
地
先

字
溝
前
通
九
五
番  

二

九
五
番
三

九
六
番
二
の
一
部

九
六
番
三

九
七
番
二
の
一
部

九
七
番
三

九
八
番
二
の
一

部

九
八
番
三

九
九
番
三
の
一
部

九
九
番
四
の
一
部

九
九
番
五

九
九
番
六

一
〇
〇
番
二
の

一
部

一
〇
〇
番
三

一
〇
一
番
二
の
一
部

一
〇
一
番
二
地
先

一
〇
一
番
三
の
一
部

一
〇
一
番

三
地
先

一
〇
一
番
四
の
一
部

一
〇
一
番
五

一
〇
三
番
の
一
部

一
〇
九
番
地
先

一
一
〇
番
の

一
部

一
一
〇
番
地
先

一
一
一
番
の
一
部

一
一
一
番
地
先

一
一
二
番
の
一
部

一
一
二
番
地

先

一
一
三
番
の
一
部

一
一
三
番
地
先

一
一
四
番
二
の
一
部

一
一
四
番
三

一
一
四
番
三
地

先

一
一
五
番
地
先

一
一
六
番
二

一
一
六
番
二
地
先

一
一
七
番
二

一
一
七
番
二
地
先

一
一

七
番
三

一
一
七
番
三
地
先

一
一
八
番
二
の
一
部

一
一
八
番
三

一
一
九
番
一

一
一
九
番
二
の

一
部

一
二
〇
番
一

一
二
〇
番
二
の
一
部

一
二
一
番
の
一
部

一
二
二
番
の
一
部

一
二
三
番
の

一
部

一
二
六
番
一

一
二
六
番
一
地
先

一
二
六
番
二
の
一
部

一
二
六
番
二
地
先

一
二
七
番
二

の
一
部

一
二
七
番
二
地
先

一
二
七
番
三

一
二
七
番
三
地
先

一
二
八
番
一

一
二
八
番
一
地

先

一
二
八
番
二

一
二
八
番
二
地
先

一
二
八
番
三
の
一
部

一
二
八
番
四
の
一
部

一
二
九
番

一

一
二
九
番
一
地
先

一
二
九
番
二
の
一
部

一
二
九
番
二
地
先

一
二
九
番
三

一
二
九
番
三
地

先

一
二
九
番
四
の
一
部

一
二
九
番
五
の
一
部

一
三
〇
番
の
一
部

一
三
〇
番
地
先

一
三
一
番

一
の
一
部

一
三
一
番
一
地
先

一
三
一
番
二
の
一
部

一
三
一
番
二
地
先

一
三
二
番
一

一
三
二

番
一
地
先

一
三
二
番
二
の
一
部

一
三
二
番
二
地
先

一
三
三
番
二
の
一
部

一
三
三
番
二
地
先

一
三
三
番
三

一
三
三
番
三
地
先

一
三
四
番
三
地
先

一
三
四
番
四

一
三
四
番
四
地
先

一
三
四

番
五

一
三
四
番
五
地
先

一
三
四
番
六

一
三
四
番
六
地
先

一
四
三
番
一
地
先

一
四
三
番
二

一
四
三
番
二
地
先

一
四
四
番
二

一
四
四
番
二
地
先

一
四
五
番
二

一
四
五
番
二
地
先

一
四
六

番
二

一
四
六
番
二
地
先

一
四
七
番
二

一
四
七
番
二
地
先

一
四
八
番
二

一
四
八
番
二
地
先

一
四
九
番
一
地
先

一
四
九
番
三
及
び
一
四
九
番
三
地
先

字
溝
向
通
一
九
二
番
三
の
一
部

一
九
二

番
四

一
九
三
番
一
地
先

一
九
三
番
二
の
一
部

一
九
三
番
二
地
先

一
九
三
番
三

一
九
三
番
三

地
先

一
九
四
番
二
の
一
部

一
九
四
番
三

一
九
五
番
二
の
一
部

一
九
五
番
三

一
九
七
番
一
の

一
部

一
九
七
番
二
の
一
部

一
九
七
番
二
地
先

一
九
七
番
三
の
一
部

一
九
七
番
三
地
先

一
九

八
番
の
一
部

一
九
八
番
地
先

一
九
九
番
の
一
部

一
九
九
番
地
先

二
〇
〇
番
の
一
部

二
〇
〇

番
地
先

二
〇
一
番
の
一
部

二
〇
一
番
地
先

二
〇
六
番
一
地
先

二
〇
六
番
二
の
一
部

二
〇
六

番
二
地
先

二
〇
六
番
三

二
〇
六
番
三
地
先

二
〇
七
番
五
の
一
部

二
〇
七
番
六
の
一
部

二
〇

七
番
七
の
一
部

二
〇
七
番
八
の
一
部

二
〇
七
番
九

二
〇
七
番
一
〇

二
〇
七
番
一
一

二
〇
七

番
一
二

二
〇
八
番
二
の
一
部

二
〇
八
番
三

二
〇
九
番
二

二
〇
九
番
三

二
一
〇
番
二

二
一

〇
番
三

二
一
一
番
二

二
一
一
番
三
及
び
二
一
二
番
二
並
び
に
字
下
利
根
川
通
七
九
七
番
三
の
一

部

七
九
七
番
四

七
九
八
番
二

七
九
八
番
三

七
九
九
番
二

七
九
九
番
三

八
〇
〇
番
二

八

〇
〇
番
三

八
〇
一
番
二

八
〇
一
番
三

八
〇
二
番
二

八
〇
六
番
三
の
一
部

八
〇
七
番
二
の
一

部

八
〇
七
番
三
の
一
部

八
〇
九
番
一
地
先

八
一
〇
番
一
の
一
部

八
一
〇
番
二
の
一
部

八
一

一
番
一
の
一
部

八
一
一
番
二
の
一
部

八
一
二
番
一

八
一
二
番
二
の
一
部

八
一
三
番
一

八
一

三
番
二
の
一
部

八
一
四
番
一

八
一
四
番
二
の
一
部

八
一
五
番
一
の
一
部

八
一
五
番
二
の
一

部

八
一
五
番
三
の
一
部

八
一
五
番
四
の
一
部

八
一
五
番
四
地
先

八
一
五
番
六
の
一
部

八
一 
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五
番
七
の
一
部

八
一
五
番
八
の
一
部

八
一
五
番
九
の
一
部

八
一
五
番
一
一
の
一
部

八
一
六
番

の
一
部

八
一
七
番
一
の
一
部

八
一
七
番
二
の
一
部

八
一
七
番
三
の
一
部

八
一
八
番
二
の
一

部

八
一
八
番
三

八
一
九
番
二
の
一
部

八
二
〇
番
二
の
一
部

八
二
一
番
二
の
一
部

八
二
二
番

二
の
一
部

八
二
三
番
二
の
一
部

八
二
四
番
二
の
一
部

八
二
五
番
二
の
一
部

八
二
五
番
三

八

二
六
番
二
の
一
部

八
二
六
番
三

八
二
七
番
二
の
一
部

八
二
七
番
三

八
二
八
番
一

八
二
八
番

二
の
一
部

八
二
九
番
一

八
二
九
番
二
の
一
部

八
二
九
番
二
地
先

八
三
〇
番
二
の
一
部

八
三

一
番
三
の
一
部

八
三
一
番
一
〇
の
一
部

八
三
一
番
一
一
の
一
部

八
四
二
番
一
の
一
部

八
四
三

番
二

八
五
一
番

八
五
二
番

八
五
三
番
及
び
八
五
四
番
の
一
部

別
図
の
と
お
り

 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種

類 

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物 

 

別
図

は

省
略
し

千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

 

千
葉
県
告
示
第
百
一
号 

 

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号

第
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り

農
業
振
興
地
域
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

習
志
野
地
域 

変
更
前
の
区
域 
変
更
後
の
区
域 

平
成
二
十
九
年
千
葉
県
告
示
第
六
百
三
十
一
号

農
業
振
興
地
域
の
区
域
の
変
更

変
更
後
の

区
域
の
欄
に
掲
げ
る
区
域 

上
欄
に
掲
げ
る
区
域
か
ら
次
の
図
の
斜
線
部
分

の
区
域
を
除
い
た
区
域

次
の
図

は
省
略

し

そ
の
関
係
図
書
は

千
葉
県
農
林
水
産
部

農
地
・
農
村
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る

 
  

千
葉
県
告
示
第
百
二
号 

 

漁
業
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号

第
五
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同

法
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
千
葉
県
漁
業
調
整
規
則

令
和
二
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
一
号

第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
に
つ
き

制
限
措
置
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を

申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
と
お
り
定
め
た

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

制
限
措
置
の
内
容 

 

１ 

漁
業
種
類 

 
 

 

手
繰
第
三
種
漁
業 

 

２ 

船
舶
の
総
ト
ン
数 

 
 

 

十
五
ト
ン
未
満 

 

３ 

推
進
機
関
の
馬
力
数 

 
 

 

八
十
キ
ロ
ワ

ト

二
十
五
馬
力

以
下 

 
 

 

な
お

括
弧
内
の
馬
力
数
は

漁
船
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

平
成
十
三
年
農

林
水
産
省
令
第
百
五
十
三
号

に
よ
る
改
正
前
の
漁
船
法
施
行
規
則

昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

九
十
五
号

附
録
第
一

同
附
録
の
表
の
備
考
の
規
定
を
除
く

の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
も
の

と
す
る

 

 

４ 

漁
業
時
期 

 
 

 

周
年 

 

５ 

操
業
区
域

漁
業
を
営
む
者
の
資
格
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
等
の
数 

操

業

区

域 

漁
業
を
営
む
者
の
資
格 

許
可
又
は
起
業
の

認
可
を
す
べ
き
船

舶
等
の
数 

共
同
漁
業
権
共
第
二
号

平
成
二
十
五
年
九

月
一
日
免
許

の
漁
場
の
区
域 

共
同
漁
業
権
共
第
二
号

の
組
合
員
行
使
権
者
又

は
当
該
共
同
漁
業
権
を

有
す
る
者
か
ら
同
意
を

得
た
者 

一
隻 

共
同
漁
業
権
共
第
三
号

平
成
二
十
五
年
九

月
一
日
免
許

の
漁
場
の
区
域 

共
同
漁
業
権
共
第
三
号

の
組
合
員
行
使
権
者
又

は
当
該
共
同
漁
業
権
を

有
す
る
者
か
ら
同
意
を

得
た
者 

五
隻 

二 

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
五
日
か
ら
四
月
十
四
日
ま
で 

 
千
葉
県
告
示
第
百
三
号 

 
漁
業
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号

第
五
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同

法
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
千
葉
県
漁
業
調
整
規
則

令
和
二
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
一
号

第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り

機
船
船
び
き
網
漁
業
に
つ
き

制
限
措
置
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請

す
べ
き
期
間
を
次
の
と
お
り
定
め
た

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

制
限
措
置
の
内
容 
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１ 

漁
業
種
類 

 
 

 

し
ら
う
お
船
び
き
網
漁
業 

 
２ 
船
舶
の
総
ト
ン
数 

 
 

 
五
ト
ン
以
下 

 

３ 

推
進
機
関
の
馬
力
数 

 
 

 

総
ト
ン
数
四
ト
ン
未
満
の
船
舶
に
あ

て
は
三
百
三
十
キ
ロ
ワ

ト

七
十
馬
力

以
下

総
ト

ン
数
四
ト
ン
以
上
五
ト
ン
以
下
の
船
舶
に
あ

て
は
四
百
五
十
キ
ロ
ワ

ト

九
十
馬
力

以
下

た
だ
し

動
力
漁
船
の
性
能
の
基
準

昭
和
五
十
七
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
九
十
一
号

第
四
項

の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
特
別
承
認
を
受
け
て
い
る
船
舶
に
つ
い
て
は

こ
の
限
り
で
な

い

 

 
 

 

な
お

括
弧
内
の
馬
力
数
は

漁
船
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

平
成
十
三
年
農

林
水
産
省
令
第
百
五
十
三
号

に
よ
る
改
正
前
の
漁
船
法
施
行
規
則

昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

九
十
五
号

附
録
第
一

同
附
録
の
表
の
備
考
の
規
定
を
除
く

の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
も
の

と
す
る

 

 

４ 

操
業
区
域

漁
業
時
期

漁
業
を
営
む
者
の
資
格
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
等

の
数 

 

操

業

区

域 

漁
業
時
期 
漁
業
を
営
む
者

の
資
格 

許
可
又
は
起

業
の
認
可
を

す
べ
き
船
舶

等
の
数 

一 

共
同
漁
業
権
共
第
五
十
九
号
及
び
共

第
六
十
号

平
成
二
十
五
年
九
月
一

日
免
許

の
漁
場
の
区
域
並
び
に
共

同
漁
業
権
共
第
六
十
一
号

平
成
二

十
五
年
九
月
一
日
免
許

の
漁
場
の

区
域
の
う
ち
銚
子
市
三
崎
町
銚
子
市

衛
生
セ
ン
タ

排
水
口
百
四
十
三
度

五
十
分

真
方
位
に
よ
る

以
下
同

じ

の
線
以
西
の
海
域 

五
月
十
五
日

か
ら
翌
年
二

月
十
四
日
ま

で 

こ
の
項
の
操
業

区
域
の
欄
に
掲

げ
る
操
業
区
域

に
接
す
る
地
域

に
住
所
を
有
す

る
者 

三
十
隻 

二 

     

共
同
漁
業
権
共
第
三
百
十
一
号

昭

和
三
十
八
年
九
月
一
日
免
許

の
漁

場
の
区
域
の
う
ち
銚
子
市
海
鹿
島
町

と
同
市
君
ケ
浜
と
の
境
界
付
近
の
点

北
緯
三
十
五
度
四
十
三
分
九
秒
東

経
百
四
十
度
五
十
二
分
十
秒
の
点

 

五
月
一
日
か

ら
十
一
月
十

五
日
ま
で
及

び
十
二
月
一

日
か
ら
翌
年

二
月
十
四
日 

こ
の
項
の
操
業

区
域
の
欄
に
掲

げ
る
操
業
区
域

に
接
す
る
地
域

に
住
所
を
有
す

る
者

一
の
項 

九
隻 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

百
十
度
の
線
か
ら
同
市
春
日
町
と
同

市
西
小
川
町
と
の
境
界
付
近
に
設
置

し
た
標
柱

漁
業
権
基
点
北
十
六

号

百
七
十
三
度
五
十
分
の
線
に
至

る
間
の
海
域

共
同
漁
業
権
共
第
六

十
一
号

平
成
二
十
五
年
九
月
一
日

免
許

の
漁
場
の
区
域
並
び
に
共
同

漁
業
権
共
第
五
十
九
号
及
び
共
第
六

十
号

平
成
二
十
五
年
九
月
一
日
免

許

の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
旭
市
三

川
目
那
川
河
口
中
心
点
百
七
十
九
度

五
十
分
の
線
以
東
の
海
域 

ま
で 

の
操
業
区
域
の

欄
に
掲
げ
る
操

業
区
域
に
接
す

る
地
域
に
住
所

を
有
す
る
者
を

除
く

 

  

二 

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
五
日
か
ら
四
月
十
四
日
ま
で 

 

千
葉
県
告
示
第
百
四
号 

 

令
和
四
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

一
１
中

八
三
・
〇
ト
ン

を

八
四
・
四
ト
ン

に
改
め

一
２
の
表
四
の
項
中

七
・
七
ト
ン

を

八
・
〇
ト
ン

に
改
め

同
表
八
の
項
中

二
七
・
二
ト
ン

を

二
七
・
七
ト
ン

に
改
め

同

表
十
二
の
項
中

一
一
・
四
ト
ン

を

一
一
・
七
ト
ン

に
改
め

同
表
十
三
の
項
中

一
八
・
五
ト

ン

を

一
八
・
八
ト
ン

に
改
め
る

 

 

二
１
中

六
一
・
七
ト
ン

を

六
一
・
八
ト
ン

に
改
め

二
２
の
表
四
の
項
中

四
二
・
〇
ト

ン

を

四
三
・
四
ト
ン

に
改
め

同
表
五
の
項
中

四
・
八
ト
ン

を

三
・
五
ト
ン

に
改
め

る
 

 
千
葉
県
告
示
第
百
五
号 

 

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

習
志
野
都
市
計
画
区
域
区
分
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

習
志
野
都
市
計
画
区
域
区
分 



 
 

 

六 

千 葉 県 報 第１３８１９号 令和 5 年 3 月 14 日（火曜日） 

二 

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域 

 
 

習
志
野
市
鷺
沼
三
丁
目

鷺
沼
四
丁
目

鷺
沼
五
丁
目

鷺
沼
台
三
丁
目
及
び
鷺
沼
台
四
丁
目
の
各

一
部
の
区
域 

 

千
葉
県
告
示
第
百
六
号 

 

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

野
田
都
市
計
画

下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

野
田
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

野
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
野
田
市
第
一
号
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
八
年
十
一
月
九
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

昭
和
四
十
八
年
千
葉
県
告
示
第
八
百
五
十
二
号

昭
和
五
十
三
年
千
葉
県
告
示
第
二

百
号

昭
和
五
十
六
年
千
葉
県
告
示
第
五
百
二
十
六
号

昭
和
六
十
年
千
葉
県
告
示
第

二
百
二
十
八
号

昭
和
六
十
一
年
千
葉
県
告
示
第
千
百
九
十
三
号

昭
和
六
十
二
年
千

葉
県
告
示
第
五
百
六
十
五
号

平
成
元
年
千
葉
県
告
示
第
七
百
三
十
号

平
成
元
年
千

葉
県
告
示
第
七
百
五
十
五
号

平
成
二
年
千
葉
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号

平
成
四
年

千
葉
県
告
示
第
百
五
十
八
号

平
成
四
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

平
成
六
年

千
葉
県
告
示
第
六
百
三
十
号

平
成
七
年
千
葉
県
告
示
第
四
百
十
五
号

平
成
七
年
千

葉
県
告
示
第
九
百
四
十
七
号

平
成
八
年
千
葉
県
告
示
第
四
百
十
一
号

平
成
九
年
千

葉
県
告
示
第
十
五
号

平
成
十
年
千
葉
県
告
示
第
三
十
四
号

平
成
十
二
年
千
葉
県
告

示
第
六
百
五
号

平
成
十
二
年
千
葉
県
告
示
第
八
百
九
十
四
号

平
成
十
四
年
千
葉
県

告
示
第
五
百
七
十
八
号

平
成
十
四
年
千
葉
県
告
示
第
六
百
三
十
八
号

平
成
十
五
年

千
葉
県
告
示
第
五
百
二
十
号

平
成
十
七
年
千
葉
県
告
示
第
八
百
九
十
四
号

平
成
二

十
年
千
葉
県
告
示
第
百
九
十
一
号

平
成
二
十
一
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
号

平
成
二

十
三
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
七
十
号

平
成
二
十
五
年
千
葉
県
告
示
第
五
百
九
十
五

号

平
成
三
十
年
千
葉
県
告
示
第
百
四
号
及
び
平
成
三
十
一
年
千
葉
県
告
示
第
九
十
七

号
の
事
業
地
に 

に
掲
げ
る
区
域
を
加
え
た
区
域
と
し

当
該
事
業
地
の
う
ち 

に
掲

げ
る
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

野
田
市
清
水
字
沼
端
及
び
山
崎
字
中
地
の
各
一
部
の
区
域 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

野
田
市
清
水
字
岩
名
作

字
馬
作

字
真
木
ノ
地
及
び
字
宮
前

中
野
台
字
沼
付

並
び
に
山
崎
字
上
宿

字
北
中
地

字
宿

字
宿
里

字
北
新
田

字
北
中
地
及
び

字
殿
山
地
内 

公

告 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
は

令
和
五
年
三
月
十
四
日
か
ら
七
月
十
四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
五
年
三
月
十
四
日
か
ら
七
月
十
四
日
ま
で

千
葉
県

商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

仮
称

ヤ
オ
コ

松
戸
上
本
郷
店 

 
 

 

松
戸
市
上
本
郷
字
二
丁
目
四

〇
〇
五
番
一
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

株
式
会
社
ヤ
オ
コ

 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
一
〇
番
地
一 

 
 

ロ 

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

株
式
会
社
ヤ
オ
コ

 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人
ほ
か 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
一
〇
番
地
一
ほ
か 

 

３ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
五
年
十
一
月
一
日 

 

４ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

二

八
一
八
平
方
メ

ト
ル 

 

５ 
駐
車
場
の
収
容
台
数 

 
 

 
一
六
七
台 

 

６ 

駐
輪
場
の
収
容
台
数 

 
 

 

一
一
七
台 

 

７ 

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積 

 
 

 

二
八
〇
平
方
メ

ト
ル 

 

８ 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量 

 

（一） 
 

 

（二） 

 

（一） 

 

（二） 
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二
八
立
方
メ

ト
ル 

 
９ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 
開
店
時
刻
は
午
前
八
時

閉
店
時
刻
は
午
後
九
時
四
十
五
分 

 
 

 
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数 

 
 

 

二
か
所 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
二
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
松
戸
市
経
済
振
興
部
商
工
振
興
課 

  
 

 

都
市
計
画
区
域
区
分
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
百
四
号

都
市
計
画
区
域
区
分
の
変
更

に
係
る
習
志
野
都
市
計
画
区
域
区

分
の
関
係
図
書
は

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
五
年
三
月
十
四
日
習
志
野
市
の
変
更
に
係
る
習
志
野
都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
送
付
が

あ

た
の
で

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧

に
供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
高
度
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
五
年
三
月
十
四
日
習
志
野
市
の
変
更
に
係
る
習
志
野
都
市
計
画
高
度
地
区
の
関
係
図
書
の
送
付
が

あ

た
の
で

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧

に
供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
促
進
区
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
五
年
三
月
十
四
日
習
志
野
市
の
決
定
に
係
る
習
志
野
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
促
進
区
域
鷺
沼
土

地
区
画
整
理
促
進
区
域
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ

た
の
で

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
五
年
三
月
十
四
日
習
志
野
市
の
決
定
に
係
る
習
志
野
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
鷺
沼
特
定
土

地
区
画
整
理
事
業
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ

た
の
で

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
課
に
お
い
て
縦
覧
に

供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
五
年
三
月
十
四
日
習
志
野
市
の
変
更
に
係
る
習
志
野
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
送

付
が
あ

た
の
で

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
公
園
緑
地
課
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
公
園
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
五
年
三
月
十
四
日
習
志
野
市
の
変
更
に
係
る
習
志
野
都
市
計
画
公
園
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ

た
の
で

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
公
園
緑
地
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供

す
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
下
水
道
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
五
年
三
月
十
四
日
習
志
野
市
の
変
更
に
係
る
習
志
野
都
市
計
画
下
水
道
習
志
野
市
第
一
号
公
共
下

 

10 

 

11 

 

12 



 
 

 

八 

千 葉 県 報 第１３８１９号 令和 5 年 3 月 14 日（火曜日） 

水
道
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ

た
の
で

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
二
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局

下
水
道
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

                               

                                    

 
 

 

購
読
料 

本
号

別
冊
を
含
む

 
 

一
部 

 
 

 
 

七
八
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三

二
二
三

二
六
五
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